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（目的） 

第１条 

 

（施設） 

第２条  

 所在地     

   施設名称   

   構造等    

 

  （事業実施期間及び利用回数） 

第３条 

２ 

 

３ 

 

 

  （参加要件等） 

第４条  

２ 

 

  （移住体験申込み） 

第５条  

 

２ 

 

 

  （移住体験の決定） 

第６条  

 

 （地域交流体験への参加） 

第７条 

 

 （事業への協力） 

第８条 
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  （費用負担） 

第９条  

移住体験者 

協議会 

２

３ 

４   協議会は請求内容を確認し、不備がなければ前号の請求の日から１４日以内に、参加者に

助成金を支払うものとする。 

 

（施設の利用時間） 

第１０条 

 

  （移住体験者の遵守事項） 

第１１条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

（損害賠償） 

第１２条 
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（その他） 

第１３条 

 

附 則 

（実施期日） 

 


